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◆受験資格
・

蕁０８７―
蕁５５―

◆保険料の納付は口座振替による2年前納が一番お得です
・

役場からのお知らせ役場からのお知らせ

　配偶者のいない父・母と児童、または父母のいない児童について医療費の自己負担分（高額療養
費は除く）を助成します。
※所得制限があり、受給者および同居している扶養親族のある方の前年の所得に対して、所得税が

課税されている世帯などは、対象とならない場合があります。

◆助成の種類
　【現物給付】受給者証を医療機関に示し、助成分を差し引いて支払う方法
　【療養費払い】いったん自己負担分を支払い、後日役場で給付請求する方法（領収書が必要です）
※県外で受診した場合は療養費払いになります。
◆申請時に必要なもの
　【新規】（随時受付）印かん、資格確認書もしくは資格情報のお知らせなど健康保険の内容が確認
　　　　　　　　　できるもの、マイナンバーカード
※転入の方など所得状況がわからない方は課税証明書の提出が必要です。
　【更新】印かん、資格確認書もしくは資格情報のお知らせなど健康保険の内容が確認できるもの、
　　　　  申請書、受給者証、マイナンバーカード

○お問い合わせ　本庁 健康福祉課 福祉係　蕁４３―２１２４

ひとり親家庭医療費を助成しますi

　私たちの一生には、病気やケガ、その他の理由で収入がなくなり、自分の力だけではどうしても
生活できなくなってしまうことがあります。
　生活保護は、このようなときに、日本国憲法第２５条の理念に基づき、国が暮らしに困っている
世帯に対して国が定めた最低限度の生活ができるよう生活費や医療費などを援助し、暮らしに困っ
ている世帯が自分たちの力で生活していけるよう援助することを目的とした制度です。
　収入や資産、扶養状況をもとに必要な援助を受けることができます。
　生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものなので、生活に不安を感じている方や、申請
を検討されている方は、役場の福祉担当窓口までお気軽にご相談ください。
※相談内容は厳守されます。
　早期の相談が安心につながるので、どうぞ遠慮なくお問い合わせください。

○相談・お問い合わせ
　本庁 健康福祉課 福祉係　　　　　　　蕁４３―２１２４
　佐賀支所 地域住民課 総合窓口第２係　蕁５５―３１１２

生活保護の申請は「国民の権利」ですi

　高知市で毎週日曜日に開催されている「日曜市」は、１日平均１万７千人の来客が見込まれるマ
ーケットで、商品ＰＲや販売活動を目的としています。黒潮町は下記の日程で出店予定のため、出
店を希望される場合は、下記までご連絡ください。

◆出店日時・募集期間　①出店日：５月３１日（日）　　　　 　募集期限：５月２２日（金）
　　　　　　　　　　　②出店日：８月１６日（日）　　　　　 募集期限：８月７日（金）
　　　　　　　　　　　③出店日：１０月２５日（日）　　　　　 募集期限：１０月１６日（金）
　　　　　　　　　　　④出店日：令和９年３月１４日（日）　    募集期限：令和９年３月５日（金）
※先着１事業者限りとなり、既に参加された実績がある場合には、参加回数の少ない事業者を優先

させていただきます。

◆申込方法
　下記申し込み・お問い合わせ先までご連絡ください。「屋号・代表者氏名・連絡先・出店予定商品・
出店希望日」などを確認します。詳細は町公式ホームページにてご確認ください。

○申し込み・お問い合わせ　本庁 産業推進室 商工係　蕁４３―２１１３　   10420040@town.kuroshio.lg.jp

町内事業者の皆さんへ 「土佐の日曜市」の出店事業者を募集していますi


